
平成19年 №４ 

東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則 

 

改正理由 

  平成19年４月以降の東京学芸大学教員組織の変更及び「一般職の職員の給与に

関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年４月１日から施行されたことに

伴い，所要の改正を行うものである。 

 

 なお，大学教員組織の変更及び法令の改正に伴う形式的な改正であるため，学長

決裁により処理し，教育研究評議会には報告事項とする。 



 東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則を次のように

制定する。 

 

  平成19年２月１日 

                  東京学芸大学長 

                    鷲 山 恭 彦 

 

 

平成19年細則第１号 

   東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部を改正する細則 

 

 東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則（昭和50年４月２日制定）の一部に

ついて，別紙新旧対照表の右欄を，左欄のように改正する。 

 

 



東京学芸大学名誉教授称号授与規程施行細則の一部改正について 

 

改正理由：平成19年４月以降の東京学芸大学教員組織の変更及び「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が平成18年４月１日から施行

されたことに伴い，所要の改正を行うものである。 

改       正 現       行 

 

   〔省略〕 

 

第５条 規程第５条第３号アの「本学以外の大学」には，短期大学及び高等専門学

校を含むものとし，当該短期大学等における勤務年数の加算に当たっては，規程

第５条及び規程第６条により算出される年数の２分の１の年数とする。 

２ 規程第５条第３号イの教授相当職並びに規程第６条の准教授相当職及び講師相

当職の適用については，次の各号によるものとする。 

 (1) 研究職俸給表（研究職俸給表に相当する給料表等を含む。）が適用される職

のうち，６級又は５級（当該級に相当する等級等を含む。以下同じ。）の職に

ついては，教授相当職，４級の職については，准教授相当職，３級の職につい

ては，講師相当職とする。 

 (2) 行政職俸給表（行政職俸給表に相当する給料表等を含む。）が適用される職

のうち，10級又は９級の職については，教授相当職，８級又は７級の職につい

ては，准教授相当職，６級の職については，講師相当職とする。 

 (3) 指定職俸給表（これに相当する給料表等を含む。）が適用される職について

は，教授相当職とする。 

 

   〔省略〕 

 

   附 則 

この細則は，平成19年４月１日から施行する。ただし，第５条第２項第１号及び

第２号の改正規定中研究職俸給表及び行政職俸給表の適用に係る級の規定に係る部

分は，平成18年４月１日から適用する。 

 

 

   〔省略〕 

 

第５条 規程第５条第３号アの「本学以外の大学」には，短期大学及び高等専門学

校を含むものとし，当該短期大学等における勤務年数の加算に当たっては，規程

第５条及び規程第６条により算出される年数の２分の１の年数とする。 

２ 規程第５条第３号イの教授相当職並びに規程第６条の助教授相当職及び専任講

師相当職の適用については，次の各号によるものとする。 

 (1) 研究職俸給表（研究職俸給表に相当する給料表等を含む。）が適用される職

のうち，５級（当該級に相当する等級等を含む。以下同じ。）の職については

，教授相当職，４級の職については，助教授相当職，３級の職については，専

任講師相当職とする。 

 (2) 行政職俸給表（行政職俸給表に相当する給料表等を含む。）が適用される職

のうち，11級の職については，教授相当職，10級又は９級の職については，助

教授相当職，８級の職については，専任講師相当職とする。 

 (3) 指定職俸給表（これに相当する給料表等を含む。）が適用される職について

は，教授相当職とする。 

 

   〔省略〕 

 


